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地震
特約 最

高

地震特約は火災共済（基本契約）にプラスできます

別々に
加入
できます

再取得価額で保障するから安心です

消火活動による
冠水・水ぬれ

落雷 爆発・破裂 風水害等

航空機の墜落 他人の車両の
飛び込み

他人の住居からの
水もれ

突発的な第三者の加害行為
（損害額 5万円以上）

こんな災害にも保障されます

申込書は
組合でもらってね！
●お問い合わせは



給付の特徴

・給付は再取得価額（築年数に関係ありません）
・カーポート、門、塀、納屋も付属建物として給付の対象
・7割以上の焼破損は「全焼」扱い
・2016年7月1日から「床下浸水見舞金」が新設

1口あたりの掛金と保障額

住宅の構造 掛金（1 口あたり） 保障額

木造・モルタル等 月額5円・年額60円 最高10万円
（ 風水害、雪害は10ページ参照 ）耐火構造 月額2.5円・年額30円

※地震特約「あり」の場合、掛金は2倍の金額となります。

加入最高口数

建物の最高口数　400口    最高4,000万円保障

家財の最高口数　200口    最高2,000万円保障

◎地震特約（11ページ参照）もあります（900万円上限）

加入の特徴

・掛金は全国一律
・加入年齢に制限なし
・退職しても加入継続可能
・加入範囲は（組合員本人の加入がなくても）…

建物：組合員含む2親等以内の親族が所有
する建物

家財：組合員含む2親等以内の親族が居住
する建物に収容している家財

（OB組合員の新規加入はできません）

・ 新規加入にはサービス期間があります

火災共済の加入申込書が医労連共済に到着し
た翌日午前0時から正式効力発生日（翌月1日）
までサービス保障期間とします（サービス期間
は火災共済のみの扱いです）。
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2親等親族範囲家財だけの加入もOK！

住宅ローンにも対応
質権設定は可能です。詳しくは、
医労連共済にお問いあわせください。

質権設定について

●火災共済の請求書類一覧

見積先にいつの損害か、必ず記入してもらう※1

※1 業者による「落雷用損害証明書」（所定の用紙）の記載で「損害見積書」にかえることができます。

火災共済のサービス期間

雷でパソコンが壊れ、火災共済の給付対象とわかり、とても助かりました。いつ何が起こるかわ
からないので助け合いの共済に入っておくべきだと思いました。ありがとうございました。
＊落雷があり、ＰＣとモニターが作動しなくなった。

損害額……58,928円
損害額 58,928円＋8,839円（臨時費用）
計 67,767円給付

火災共済に入っててよかった Ａさんの場合（ 掛金1カ月2,050円 ）
建物210口、家財200口加入（ 木造 ）1

思わぬ風水害の修理の給付金、本当にありがとうございました。
＊台風で瓦、テラスの屋根が破損。

損害額……1,292,004円
基本契約から 40万円＋6万円（臨時費用）
地震特約から 80万円　計 126万円給付

火災共済に入っててよかった Ｂさんの場合（ 掛金1カ月4,000円 ）
建物200口、家財200口  地震特約有 （ 木造 ）2

＊2016年8月22日に建物200口、家財200口、地震特約有で申込。8月25日の台風で屋根とベランダが破損。
（契約効力発生は9月1日からであるが、サービス期間のため給付対象）

損害額……426,276円
基本契約から 10万円＋15,000円（臨時費用）
地震特約から 20万円　計 315,000円給付

火災共済に入っててよかった Ｃさんの場合（ 掛金1カ月4,000円 ）
建物200口、家財200口  地震特約有 （ 木造 ）3

1 2

入っててよかった
みんなの 声火災共済の 特徴



では、あなたの家の掛金と給付額は？

あなたの家の計算は…

木造の持家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 5ページ

耐火の持家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 6ページ

木造の借家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 7ページ

耐火の借家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 8ページ

木造の貸家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 9ページ

耐火の貸家は ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 9ページ

これだけは

気をつけてね
建物の最高口数 400口  4,000万円
家財の最高口数 200口  2,000万円これだけは気をつけてね①

◎持家、借家、貸家によって加入できる内容が変わります
持家…建物と家財の加入ができます
借家…家財のみ加入できます
貸家…建物のみ加入できます
*持家とは、自分が持ち主の家
*借家とは、大家さんに家賃を支払って住んでいる家
*貸家とは、家賃を得て人に貸している家。１組合員１軒まで加入可

空家の加入には
条件があります。

（本部へお電話を）

（注1）臨時費用とは、火災などにともなう生活上の臨時の支出に充てるた
めに要する額をいい、支払い率は共済金とは別枠で共済金の15％
をお支払いするものです（最高200万円が限度です）。

（注2）火災などの損害報告の届け出が遅れた場合は、損害額が特定でき
ず、共済金が支払われない、または削減される場合があります。

●一口あたりの掛金と保障額●火災などの保障

◎計算にあたり必要な情報…
①木造か耐火構造か？
②持家・貸家加入は「のべ床面積」も
（２階建てなら１階と２階の合計）

＊延べ床面積の㎡÷3.3＝□←小数点以下を切り上げた数字が坪数
＊1坪→畳2畳

以上確認できたら次へ！

これだけは気をつけてね③

◎下の①～⑥のどれかにあてはまれば耐火構造です 

①柱、梁、床、屋根、小屋根、外壁がコンクリート
②柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁がコンクリートブロック
③柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁が煉瓦
④柱、梁、床、屋根、小屋根がコンクリート、外壁が石
⑤柱、梁、床がコンクリート、屋根、小屋根、外壁が不燃材料
⑥柱、梁、床が耐火被覆鉄骨、屋根、小屋根、外壁が不燃材料
＊ 鉄筋・鉄骨＝耐火構造ではないので注意してください。準耐火や軽量鉄骨は木造扱いです

これだけは気をつけてね②

◎加入する物件の構造を必ず確認してください
木造と耐火では、１坪当たりの加入口数と掛金が異なります
加入口数 ：木造は１坪あたり７口、耐火は８口
掛　　金 ：木造は１口あたり５円／月、耐火は2.5円／月

1坪あたりの口数は
1坪を再建する時にかかる最低価格
木造 ：7口×10万円＝70万円／耐火：8口×10万円＝80万円

3 4

さあ、

計算してみよう！！

★加入は、パンフレット12ページの申込書を使ってね！



30坪の耐火住宅の持家の場合
建物の上限口数	 30 坪	 ×	 8口　=	①	 240	口
建物の月掛金　　	①	 240	口	 ×	 2.5円　=	②	 600	円
建物の最高保障額	①	 240	口	 ×	 10万円　=	③	 2,400	万円

建物の上限口数	   	坪	 ×	 　8口　=	①	  	口

建物の月掛金額　	①	 	口	 ×	 2.5円　=	②	  	円

建物の最高保障額	①	 	口	 ×	 10万円　=	③	 	円

一番年上の
同居家族の年齢 満 30 歳未満 満 30 歳代 満 40 歳代 満 50 歳以上

１人～２人 80口 150口 200口 200口

3 人 90口 160口 200口 200口

4 人 100口 180口 200口 200口

5人以上 140口 200口 200口 200口

４人家族で最年長者が満30歳代の場合
家財の上限口数　		 １８０	口
家財の月掛金　　		 １８０	口	 ×	 2.5円　＝		 450	円
家財の最高保障額		 １８０	口	 ×	 １０万円　＝		 １,８００	万円

家財の上限口数　		  	口	

家財の月掛金　　		  	口	 ×	 2.5円　＝		  	円

家財の最高保障額		  	口	 ×	 １０万円　＝		  	円

月掛金の合計　　	②　＋　　　＝　　１,05０	円
最高保障額の合計	③　＋　　　＝　4,2００	万円

耐火構造の持家   ………

一番年上の
同居家族の年齢 満 30 歳未満 満 30 歳代 満 40 歳代 満 50 歳以上

１人～２人 80口 150口 200口 200口

3 人 90口 160口 200口 200口

4 人 100口 180口 200口 200口

5人以上 140口 200口 200口 200口

木造の持家   ……… 建物と家財の
両方で加入できます

建物と家財の
両方で加入できます

30坪の木造住宅の持家の場合
建物の上限口数	 30 坪	 ×	 7口　=	①	 210 口

建物の月掛金　　	①	 210	口	 ×	 5円　=	②	 1,050	円
建物の最高保障額	①	 210	口	 ×	 10万円　=	③	 2,100	万円

建物の上限口数	   	坪	 ×	 7口　=	①	  	口

建物の月掛金額　	①	 	口	 ×	 5円　=	②	  	円

建物の最高保障額	①	 	口	 ×	 10万円　=	③	 	円

４人家族で最年長者が満30歳代の場合
家財の上限口数　		 １８０	口
家財の月掛金　　		 １８０	口	 ×	 ５円　＝	 ９００	円
家財の最高保障額		 １８０	口	 ×　１０万円　＝	 １,８００	万円

家財の上限口数　	  	口	

家財の月掛金　　	  	口	 ×	 ５円　＝	  	円

家財の最高保障額	  	口	 ×	 １０万円　＝	  	円

月掛金の合計　　	②　＋　　　＝　			１，９５０	円
最高保障額の合計	③　＋　　　＝　３，９００	万円

例

例

*家財の上限口数（下の表を参照）
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坪数を調べて①の数字を出して！①の番号のところに同じよ
うに記入してみて、計算したら②と③の数字が出るよ！！

坪数を調べて①の数字を出して！①の番号のところに同じよ
うに記入してみて、計算したら②と③の数字が出るよ！！

自分で計算してみましょう 自分で計算してみましょう

自分で計算してみましょう

上記で計算した建物と家財の掛金と保障です。

建物 家財

自分で計算してみましょう

上記で計算した建物と家財の掛金と保障です。

建物 家財



耐火構造の借家   ……… 家財のみ加入できます

*家財の上限口数（下の表を参照）

一番年上の
同居家族の年齢 満 30 歳未満 満 30 歳代 満 40 歳代 満 50 歳以上

１人～２人 80口 150口 200口 200口

3 人 90口 160口 200口 200口

4 人 100口 180口 200口 200口

5人以上 140口 200口 200口 200口

2人家族で最年長者が満30歳代の場合
家財の上限口数　		 150	口
家財の月掛金　　		 150	口	 ×	 2.5円　＝		 375 円

家財の最高保障額		 150	口	 ×	１０万円　＝		 1,500 万円

家財の上限口数　		  	口	

家財の月掛金　	　	  	口	 ×	 2.5円　＝		  	円

家財の最高保障額		  	口	 ×	１０万円　＝		  	円

月掛金の合計　　	　　　＝　　　375	円
最高保障額の合計	　　　＝　1,500	万円

安い掛金で
たよりになります

*家財の上限口数（下の表を参照）

一番年上の
同居家族の年齢 満 30 歳未満 満 30 歳代 満 40 歳代 満 50 歳以上

１人～２人 80口 150口 200口 200口

3 人 90口 160口 200口 200口

4 人 100口 180口 200口 200口

5人以上 140口 200口 200口 200口

４人家族で最年長者が満30歳代の場合
家財の上限口数　		 １８０	口
家財の月掛金　　		 １８０	口	 ×　		　５円　＝			 ９００	円
家財の最高保障額		 １８０	口	 ×　１０万円　＝			 １,８００	万円

家財の上限口数　		  	口	

家財の月掛金　	　	  	口	 ×　		　５円　＝			  	円

家財の最高保障額		  	口	 ×　１０万円　＝			  	円

月掛金の合計　　	　　　＝　　　900	円
最高保障額の合計	　　　＝　1,8００	万円

木造の借家   ……… 家財のみ加入できます

もしものときに
しっかり保障！
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自分で計算してみましょう 自分で計算してみましょう



木造の貸家   ……… 建物のみ加入できます

耐火構造の貸家   ……… 建物のみ加入できます

３０坪の木造住宅の貸家の場合
建物の上限口数　		 30	坪	 ×　		　7口　＝	①	 210	口
建物の月掛金　　	①	 210	口	 ×　		　5円　＝	②	 1,050	円
建物の最高保障額	①	 210	口	 ×　１０万円　＝	③	 2,1００	万円

建物の上限口数		  	坪	 ×　		　７口　＝	①	  	口

建物の月掛金　	　①	  	口	 ×　		　5円　＝	②	  	円

建物の最高保障額	①	  	口	 ×　１０万円　＝	③	  	円

月掛金の合計　　	②　　＝　　1,050	円
最高保障額の合計	③　　＝　2,1００	万円

３０坪の耐火住宅の貸家の場合
建物の上限口数　		 30	坪	 ×	 8口	 ＝	①	 	 240	口
建物の月掛金　　	①	 240	口	 ×	 2.5円	 ＝	②	 	 600	円
建物の最高保障額	①	 240	口	 ×	 １０万円	 ＝	③	 	2,4００	万円

建物の上限口数		  	坪	 ×	 8口	 ＝	①	 	  	口

建物の月掛金　	　①	  	口	 ×	 2.5円	 ＝	②	 	  	円

建物の最高保障額	①	  	口	 ×	 １０万円	 ＝	③	 	  	円

月掛金の合計　　	②　　＝　 　 600	円
最高保障額の合計	③　　＝　2,4００	万円

風水害、雪害でも
給付がある火災共済

例

例
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●風水害・雪害などの保障
最高限度額（1世帯あたり）1口あたりの

共済金

一部壊の場合、損害が5万円を超える場合に対象

2,050円建物 210口・家財 200口　木造加入　　（月掛金）
損害額174,474円（消費税込）

合計給付額　

風水害の給付事例

台風で、瓦が飛び、雨どいが壊れました。

57,500円

給付区分 損害の程度　 1口あたりの
共済金

最高限度額（1世帯あたり）　
自家 貸家又は借家

床下浸水
見 舞 金

風水害雪害等の損害のため泥かきや消毒等
で費用が5万円を超えた時 250円 2万5千円 1万2千5百円
風水害雪害等の損害のため泥かきや消毒等
で費用が10万円を超えた時 500円 5万円 2万5千円

2016年7月1日以降の事由発生が対象

※地震特約は対象外

新設

給付金 50,000円 + 臨時費用15％ 7,500円

坪数を調べて①の数字を出して！①の番号のところに同じよ
うに記入してみて、計算したら②と③の数字が出るよ！！

坪数を調べて①の数字を出して！①の番号のところに同じよ
うに記入してみて、計算したら②と③の数字が出るよ！！

自分で計算してみましょう

自分で計算してみましょう



入ってて安心

地震特約

11 12

火災共済に地震特約をつけた場合の保障一覧

契約内容に応じて
地震による

建物・家財の損害も
地震特約

地震特約災害内容

火災共済

火災共済

2

災害内容

●地震特約は地震（津波を含む）・噴火を
　直接起因とする火災・損壊の建物・家財
　それぞれ50万円を超える損害を保障します。

地震で建物・家財それぞれ損害が50万円を超える場合に対象●地震特約（地震損害の共済金）

地震特約に
関する

総支払限度額

1口あたりの共済金

火災共済+地震特約……建物210口・家財200口の場合例 ①

建物の損害 650万円
家財の損害 500万円

合  計
1,150万円（半壊）の損害をうけたとき

◆建物　210口×2万円＝420万円
（加入口数の限度額）

◆家財　200口×2万円＝400万円
（加入口数の限度額）

半壊の給付金
限度額は

600万円となり
ます

火災共済＋地震特約……建物210口・家財200口の場合例 ②

合  計
600万円（半壊）の損害をうけたとき

◆建物　210口×2万円＝420万円（加入口数の限度額）
◆家財　200口×2万円＝400万円（加入口数の限度額）

建物　420万円
家財　100万円 となります。

共済金
内　訳

合  計

520万円

半壊の給付金
限度額は

600万円です
が、

それぞれの加
入口数の

限度額・損害
額以上の

保障はされま
せん

建物の損害 500万円
家財の損害 100万円

※大規模地震の場合、総支払限度額の関係で保障額が変わる可能性があります。
　東日本大震災、熊本地震では異常危険準備金で対応しました。
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よくある 質問 です

Q
組合員本人が火災共済に加入していなくても家族
は加入できますか？

A 火災共済は組合員本人が未加入でも２親等以内（1ページの表参照）
の家族が所有もしくは居住している物件が加入できます。

Q 坪数は自己申告ですか？

A 自己申告です。給付事由が発生した場合、実際の坪数より小さ
く加入していた場合、その口数分の給付となります。また実際
の坪数より大きく加入していても満額の給付になりません。

Q 家の一部が事務所などの場合は加入できますか？

A 事務所の面積が居住部分を超える場合、その面積が２０坪を超え
る場合、常時１０人以上が業務に従事している場合などは火災共
済に加入できません。また加入できる条件を満たしていてもその
事務所部分は加入できません。詳しくは医労連共済へお問い合
わせください。

Q
医労連共済以外の火災保険にも加入しています。以前ひと
つにしか加入できないと聞いていましたがどうなりますか？

A 加入できないことはありませんが保険法の規定により、損害額
を超えた給付が受けられません。民間保険・損保は複数加入の
場合、保険金を按分するようです。医労連共済は契約どおり給
付します。※告知義務等、くわしくは共済事業局へお問い合わせください。

Q 地震で火事になった場合、給付はどうなりますか？

A 地震に起因する火災は地震特約に加入していれば損害額５０万
円を超える場合が保障対象です。給付金額は建物と家財と合
わせて全壊の場合９００万円が最高保障額になります。

●地震特約（風水害・雪害の共済金）

2,050円建物 210口・家財 200口　木造加入　　（月掛金）
損害額174,474円（消費税込）

合計給付額　

地震特約あり

風水害の地震特約付きの給付事例

地震特約をつけると

台風で、瓦が飛び、雨どいが壊れました。

合計給付額　57,500円 

2,050円月掛金　

4,100円月掛金　

（地震特約加算分の臨時費用なし）

地震特約なし

給付金 50,000円 +臨時費用  15％ 7,500円
（地震特約）（火災共済）

157,500円

+100,000円（ ）

※一部壊の場合、損害が5万円を超える場合に対象

給付金 50,000円 + 臨時費用  15％ 7,500円

風水害・雪害にも
給付できます


